
霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生事業について 

 

◆ 霞ヶ浦では、湖岸浅所での大規模干拓や湖岸の整備・水位管理、流域の開発

などによって地域の安全性、利便性が向上した一方、湖岸の生物多様性のみ

ならず、その基盤である地形などの自然も損なわれてきた。かつて、霞ヶ浦

湾奥部の湖岸には、湿地や植生帯など多様な自然環境が連続してみられたが、

現在では湖岸堤の築造等が進み湖岸域における自然環境の連続性や多様性

が著しく損なわれている。 

◆ そこで、かつての多様な自然環境を復元するため、田村・沖宿・戸崎地区の

湖岸域において多様な自然環境を再生するとともに、平成１７年４月２２日

にオープンした茨城県霞ケ浦環境科学センターと連携した環境学習の場等

としても積極的に活用を図ることを目的とし、自然再生推進法に基づく自然

再生協議会を設置し、湖岸環境の再生を図る。 

◆ 平成１５年１１月から国土交通省、水資源機構、茨城県、土浦市及び霞ヶ浦

町（現在かすみがうら市）から構成される勉強会を実施。平成１６年８月か

らは準備会に移行。 

◆ 平成１６年１０月からは、勉強会メンバーに加え、学識者、行政機関並びに

一般公募により選出された委員から構成される「霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地

区自然再生協議会」を設立、平成１７年１１月２７日に「全体構想」の策定

をおこなった。 

◆ 第１２回協議会（平成１８年１１月１１日）では、自然再生事業実施計画【Ａ

区間】（案）が了承された。 

 

○ 第１回自然再生協議会（平成１６年１０月３１日） 

・ 国土交通省、水資源機構、茨城県、土浦市、霞ヶ浦町、学識経験者及

び一般公募により選出されたＮＰＯ、地域住民等が参画して協議会を

設立。 

・ 構成員 計７０名 

○ 第２回自然再生協議会（平成１６年１２月１１日） 

・ 意見の抽出 

○ 第３回自然再生協議会（平成１７年１月２２日） 

・ 自然再生の目標（案）について討議 

・ 今後の進め方について討議 

○ 第４回自然再生協議会（平成１７年３月２１日） 

・ 自然再生の目標（修正案）について討議 

・ 事業内容（素案）について討議 

・ 役割分担（素案）について討議 

・ 今後の進め方について討議 

○ 第５回自然再生協議会（平成１７年５月２１日） 

・ 委員の変更について了承 



・ 自然再生の目標の承認 

・ 事業内容（委員のアイデア）について討議 

・ 役割分担（素案）について討議 

・ 今後の進め方について討議 

○ 第６回自然再生協議会（平成１７年７月２３日） 

・ 自然再生全体構想（原案）の討議 
・ 自然再生目標について討議 
・ 事業内容について討議 
・ 役割分担について討議 

○ 第７回自然再生協議会（平成１７年１０月２日） 

・ 自然再生全体構想（原案）の討議 
・ 田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会設置要綱の改正 
・ 現地視察 

○ 第８回自然再生協議会（平成１７年１１月２７日） 

・ 自然再生全体構想の策定 
・ 自然再生実施計画に向けての進め方について討議 
・ 国土交通省が実施者として実施する主な事業内容の考え方について 

○ 第９回自然再生協議会（平成１８年１月２９日） 

・ 自然再生実施計画の進め方の討議 
・ 各委員からの事業内容の提案について 
・ 国土交通省の実施計画の内容について討議 

○ 第１０回自然再生協議会（平成１８年７月８日） 

・ 自然再生事業実施計画の進め方について討議 

・ 国土交通省の実施計画の案について協議 
○ 第１１回自然再生協議会（平成１８年９月３０日） 

・ 自然再生事業実施計画【Ａ区間】（案）の協議 

○ 第１２回自然再生協議会（平成１８年１１月１１日） 

・ 自然再生事業実施計画【Ａ区間】（案）の協議・了承 
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※水域の点線はおおよその範囲を示す。 
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くぬぎ山地区の自然再生について 

 

くぬぎ山地区は、江戸時代の新田開発によってつくられたクヌギ、コナラな

どの二次林によって構成された、地域の生活と一体となったまとまりのある平

地林が残っている地域である。かつては、燃料等としての木材利用など、農用

林としての物質循環が存在し、地域住民により維持保全がなされてきたが、近

年産業廃棄物処理施設の立地や廃棄物の不法投棄など環境保全上の問題が取り

上げられており、これらによる雑木林の消失・荒廃が進んでいるなど、自然環

境の保全・再生を図る必要が生じている。 

平成１６年１１月、自然再生推進法に基づく「くぬぎ山地区自然再生協議会」

を設立。平成１７年３月には、「くぬぎ山地区自然再生全体構想」を策定した。

今後は、実施計画の作成に向けて協議を行う。  
＜活動状況＞ 

○第１回自然再生協議会（平成１６年１１月６日） 

  ・専門家、市民、関係団体、地方公共団体（埼玉県、所沢市、狭山市、川越市、三芳

町）、関係行政機関（国土交通省、農林水産省、環境省）からなる協議会の設立 

  ・「再生・保全小委員会」及び「管理・活用小委員会」の設置 

 ○第８回自然再生協議会（平成１８年６月４日） 

  ・協議会の議事・運営に関する企画立案を行う「運営委員会」を設置 

   運営委員１３名を選出（協議会正副会長３名、団体委員３名、個人委員２名、地方

公共団体５名） 

平成１６年１１月の第１回協議会より、現在までに計１０回開催（第１１回は３月２５

日開催予定）。 
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